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名前 解答

問1 社会の中で多くの人が暮らすために必要な規則を何というか。 ( 法 )

問2 法には何があるか。 ( 憲法、法律、条例など )

問３ 法に基づいて争いを解決する役割を何というか。 ( 司法（裁判） )

問4 裁判の仕事を行うものは何か。 ( 裁判所 )

問5 裁判所を二分すると何と何があるか。 ( 最高裁判所と下級裁判所 )

問6 下級裁判所には何があるか。4つ答えよ。

( 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所 )

問7 最高裁判所は、全国に何か所あるか。 ( 1か所 )

問8 高等裁判所は、全国に何か所あるか。 ( 8か所 )

問9 四国地方の高等裁判所はどこにあるか。 ( 高松市 )

問10 地方裁判所、家庭裁判所は全国に何か所あるか。 ( 50か所 )

問11 地方裁判所、家庭裁判所が最も多い都道府県はどこか。 ( 北海道 )

問12 簡易裁判所は、全国に何か所あるか。 ( 438か所 )

問13 第一審が行われる裁判所はどこか。

( 多くの場合、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所のどれかで行われる )

問14 請求額が140万以下の民事裁判と、罰金以下の刑罰に当たる罪などの刑事裁判の第一審の裁判を

行う裁判所は何か。 ( 簡易裁判所 )

問15 家庭内の争いの第一審、少年事件などを扱う裁判所は何か。 ( 家庭裁判所 )

問16 第一審の判決が不服な場合に第二審の裁判所に訴えることを何というか。

( 控訴 )

問17 第二審の判決が不服な場合に第三審の裁判所に訴えることを何というか。

( 上告 )

問18 1つの内容について3回まで裁判を受けられることを何というか。 ( 三審制 )

問19 三審制が採用されているのはなぜか。

( 裁判を慎重に行って間違った判決を防ぎ、人権を守るため )

問20 国会や内閣は裁判所に干渉してはならないことを何というか。 ( 司法権の独立 )

裁判所

中学社会公民

解答

国の政治の仕組み
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